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１ 策定経過 

 

■鉾田市地域福祉計画策定経過 

日時 内容 

平成 30 年 
6 月 18 日 

鉾田市地域福祉計画策定 第 1回 庁内ワーキング開催 

・地域福祉計画について 

・計画策定スケジュールについて 

・アンケート調査票（案）について 

6 月 25 日 

鉾田市地域福祉計画・鉾田市地域福祉活動計画 第１回 策定委員会開催 

・地域福祉計画について 

・計画策定スケジュールについて 

・アンケート調査票（案）について 

7 月 9 日～ 
7 月 31 日 

中学生、高校生、区長、民生委員・児童委員、各種団体、ボランティアを対
象に地域福祉に関するアンケート調査を実施 

7 月 13 日～ 
7 月 31 日 

鉾田市地域福祉計画策定のためのアンケート調査の実施 
（18 歳以上の市民 2,000 人） 

9 月 29 日 
9 月 30 日 

市内 4 中学校区でワークショップを開催 

11 月 7 日 

鉾田市地域福祉計画策定 第２回 庁内ワーキング開催 
・アンケート調査結果について 
・ワークショップの報告について 
・地域福祉計画体系案について 

11 月 9 日 

鉾田市地域福祉計画・鉾田市地域福祉活動計画 第２回 策定委員会開催 
・アンケート調査結果について 
・ワークショップの報告について 
・地域福祉計画体系案について 

12 月 14 日 
鉾田市地域福祉計画策定 第３回 庁内ワーキング開催 
・計画素案の検討 

12 月 20 日 
鉾田市地域福祉計画・鉾田市地域福祉活動計画 第３回 策定委員会開催 
・計画素案の審議 

12 月 28 日～ 
1 月 26 日 

パブリックコメントの実施 

1 月 30 日 
鉾田市地域福祉計画策定 第４回 庁内ワーキング開催 
・パブリックコメント結果の報告 
・最終案の検討 

2 月 4 日 
鉾田市地域福祉計画・鉾田市地域福祉活動計画 第４回 策定委員会開催 
・パブリックコメント結果の報告 
・最終案の審議・承認 
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２ 鉾田市地域福祉計画策定委員会等設置要綱 

 

鉾田市地域福祉計画策定委員会設置要綱  

 

(設置 ) 

第 1 条  社会福祉法 (昭和 26 年法律第 45 号 )第 107 条の規定に基づき、地域福祉

の推進に関する事項を一体的に定める計画の原案を策定するため、鉾田市地域

福祉計画策定委員会 (以下「策定委員会」という。 )を設置する。  

(所掌事務 ) 

第 2 条  策定委員会は、鉾田市地域福祉計画の原案策定のため必要な事項につい

て協議検討を行うものとする。  

(組織 ) 

第 3 条  策定委員会は、委員 20 名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長

が委嘱又は、任命するものとする。  

(1) 市民代表  

(2) 保健、医療関係者  

(3) 福祉関係事業者  

(4) 社会福祉関係団体  

(5) 行政機関、団体等  

(委員長及び副委員長 ) 

第 4 条  策定委員会に委員長及び副委員長 1 人を置き、委員の互選によりこれを

定める。  

2 委員長は、会務を総括し、策定委員会を代表する。  

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、

その職務を代理する。  

(委員の任期 ) 

第 5 条  委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画策定の完了する日までとす

る。  

2 委員が任期の途中で交代した場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とす

る。  

(会議 ) 

第 6 条  策定委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。  

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。  

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。  
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4 策定委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求

め、意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。  

（ワーキングチーム）  

第 7 条  策定委員会は、地域福祉計画策定に至るまでの素案の立案、調査、研究

及び調整を行うため、関係者を招集しワーキングチームを組織することができ

る。  

(庶務 ) 

第 8 条  策定委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において行う。  

(その他 ) 

第 9 条  この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が策定委員会に諮って定める。  

 

附  則  

 

この要綱は、平成 20 年 6 月 1 日から施行する。  
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鉾田市地域福祉計画推進庁内連絡会議設置要綱  

 

(設置 ) 

第 1 条  社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 107 条の規定に基づき策定した

鉾田市地域福祉計画（以下「計画」という。）を推進するため，鉾田市地域福

祉計画推進庁内連絡会議（以下「庁内会議」という。）を設置する。  

(所掌事務 ) 

第 2 条  庁内会議は、次に掲げる事項について，協議・検討し，調整を行う。  

(1)計画の推進方策に関する事項  

(2)計画の進捗状況の点検及び評価に関する事項  

(3)その他計画の推進に関し必要な事項  

(組織等 ) 

第 3 条  庁内会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。  

2 庁内会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。  

(職務 ) 

第 4 条  委員長は、庁内会議の会務を総理する。  

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、

その職務を代理する。  

(会議 ) 

第 5 条  庁内会議は、委員長が招集し、その議長となる。  

2 庁内会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求

め、その意見を聴くことができる。  

(庶務 ) 

第 6 条  庁内会議の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。  

(その他 ) 

第 7 条  この要綱に定めるもののほか、庁内会議の運営に関し必要な事項は、庁

内会議において検討し決定する。  

 

附  則  

この要綱は、平成３０年  ５月１１日から施行する。  
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鉾田市地域福祉計画推進委員会設置要綱 

 

(設置) 

第 1条 社会福祉法(昭和 26年法律第 45号)第 107条の規定に基づき策定した鉾田市

地域福祉計画(以下「計画」という。)を推進するため，鉾田市地域福祉計画推進委

員会（以下「推進委員会」という。）を設置する。 

(所掌事務) 

第 2 条 推進委員会は，次に掲げる事項について検討及び協議を行う。 

(1)計画の推進方策に関する事項 

(2)計画の進捗状況の点検及び評価に関する事項 

(3)その他計画の推進に関し必要な事項 

(組織) 

第 3 条 推進委員会の委員（以下「委員」という。）は，20 人以内とし次に掲げる者

のうちから市長が委嘱，又は任命する。 

(1)市民代表 

(2)保健，医療関係者 

(3)福祉関係事業者 

(4)社会福祉関係団体 

(5)行政機関，団体等 

(委員長及び副委員長) 

第 4 条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き，委員の互選によりこれを定める。 

2 委員長は，会務を総括し，推進委員会を代表する。 

3 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき，又は欠けたときは，その職

務を代理する。 

(委員の任期) 

第 5 条 委員の任期は，委嘱又は任命の日から次期計画の策定の完了する日までとす

る。 

2 委員が任期の途中で交代した場合，後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

(会議) 

第 6 条 推進委員会は，委員長が招集し，その議長となる。 

2 必要があると認めるときは，会議に委員以外の者の出席を求め，その意見を聴く

ことができる。 

(庶務) 

第 6 条 推進委員会の庶務は，健康福祉部社会福祉課において処理する。 

(その他) 

第 7 条 この要綱に定めるもののほか，推進委員会の運営に関し必要な事項は，推進
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委員会で検討し決定する。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年 ５月１１日から施行する。 
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鉾田市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会委員名簿 

 

◎委員長 〇副委員長 

№ 区  分 氏  名 所  属 役職等 

１ 市民代表 田口 一郎 鉾田市区長会 会長 

２ 市民代表 佐藤 嘉洋 鉾田市子ども会育成連合会 会長 

３ 市民代表 北川 みどり 鉾田市 PTA連絡協議会 会長 

４ 市民代表 大貫 誠 鉾田市高齢者ｸﾗﾌﾞ連合会 会長 

５ 保健、医療関係者 横田 廣夫 鹿島医師会 会長 

６ 福祉関係事業者 伊藤 友子 
社会福祉法人勇成会 

障害者支援施設「ユーカリの里」 
施設長 

７ 福祉関係事業者 郡司 雅由 
NPO法人 エンハートメント 

縁・心（エンハート） 
代表理事 

８ 福祉関係事業者 箱根 富江 あかつき保育園 職員 

９ 福祉関係事業者 徳宿 久美子 
株式会社ニチイ学館 

ニチイケアセンターたいよう 
管理者 

10 福祉関係事業者 圷 真毅 
社会福祉法人樅山会 

特別養護老人ホーム「樅の木荘」 
施設長 

11 福祉関係事業者 新堀 栄寿 鉾田市社会福祉協議会 事務局長 

12 社会福祉関係団体 大槻 たみ子 鉾田市地域女性団体連絡会 会長 

13 社会福祉関係団体 平野 美代子 鉾田市更生保護女性会 会長 

14 社会福祉関係団体 〇大庭 作藏 鉾田市連合民生委員児童委員協議会 会長 

15 社会福祉関係団体 小田 美保子 鉾田市主任児童委員連絡会 委員 

16 社会福祉関係団体 米川 正典 鉾田市身体障害者福祉協議会 会長 

17 行政機関、団体等 ◎根嵜 眞 鉾田市議会厚生文教常任委員会 委員長 

18 行政機関、団体等 軍司 政博 茨城県鹿行県民センター県民福祉課 次長兼課長 

19 行政機関、団体等 金沢 覚 鉾田市健康福祉部 部長 
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「鉾田市地域福祉計画」庁内ワーキングチーム名簿 

 

◎委員長 〇副委員長 

部課名等 職 名 氏  名 

総 務 部 総務課危機管理室 防災危機管理係長 佐々木 俊一 

総 務 部 まちづくり推進課 課長補佐 中村  信一 

健康福祉部 子ども家庭課 

課長補佐 髙野  千代 

課長補佐 〇菅谷  三奈 

健康福祉部 介護保険課 

課長補佐 才川  浩江 

課長補佐 ◎岡野  知子 

健康福祉部 健康増進課 

課長補佐兼健康増進係長 清水  路栄 

課長補佐兼健康増進係長 市村  幸子 

産業経済部 商工観光課 課長補佐 米川  弘二 

建 設 部 道路建設課 課長補佐 久野  利和 

建 設 部 都市計画課 課長補佐兼都市施設係長 門井  勝幸 

教 育 部 教育総務課 課長補佐 菅谷  智一 

教 育 部 生涯学習課 課長補佐兼文化財係長 長峰  正一 

社会福祉協議会 係  長 堀部  啓一 

健康福祉部 社会福祉課 

保護室長 檜山  義徳 

課長補佐 土子  愛子 

社会福祉係長 中山  恭子 

計１７名 
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３ 用語解説 

 

あ 

 

○ＮＰＯ（エヌピーオー） 

Non Profit Organizationの略で、民間の非営利団体のこと。様々な社会貢献活動を行い、団体

の構成員に対し収益を配分することを目的としない団体の総称 

 

か 

 

○介護保険 

介護が必要になった人に、保健・医療サービスや福祉サービスの給付を行うための制度のこと 

○協働 

市民や行政、社会福祉協議会等が地域をより良くするために、それぞれの役割と責務に基づい

てお互いの立場を尊重し、共通の目的の達成に向けて対等な立場で協力し合ってまちづくりを

進めること 

○高齢者虐待 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では、第 2 条において、

65歳以上の高齢者に対する、養護者及び養介護施設従事者等による虐待と定義している（身体

的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待） 

○高齢者クラブ 

地域で高齢者の親睦を図り、生きがいを高め健康づくりや介護予防を進める活動や、ボランテ

ィア活動を始めとした高齢者の自主的な組織のこと 

 

さ 

 

○災害時要支援者 

災害時において、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所

に避難するなど一連の行動をとるために支援を要する人々のこと 

○災害ボランティアセンター 

被災した地域の社会福祉協議会やボランティア活動に関わっている関係団体、行政が協働して

設置する拠点のこと 
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○在宅障害児福祉手当 

在宅の障害児を介護する家庭の経済的援助を図るため、満 20歳未満の心身に障害のある児童を

養育している保護者を対象として支給される手当のこと 

○参画 

政策の立案、実施及び評価の各段階において、主体的に関与すること 

○障害児福祉手当 

20歳未満の重度障害児を対象として支給される手当のこと 

○児童虐待 

児童虐待の防止等に関する法律（第２条）において、児童虐待とは、保護者がその監護する児童

に対して行う行為と定義している（身体的虐待、性的虐待、養育の怠慢・拒否（ネグレクト）、

心理的虐待） 

○身体障害者手帳 

身体障害者福祉法に基づいて交付され、同法に規定する更生援護を受けることができる者であ

ることを確認するための手帳のこと。障害の程度により１級から６級の等級に区分されている 

○社会福祉協議会 

社会福祉法（第 109条から 111条）において、社会福祉に関する事業・活動を行う「地 

域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と規定されている 

○社会福祉法 

平成１２年に「社会福祉事業法」が「社会福祉法」に改正された。社会福祉全般についての共通

的基本事項を定めるとともに、福祉サービス利用者の利益の保護や地域福祉の推進を図り、社

会福祉の増進に資することを目的とする法律 

○生活困窮者 

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者のこと 

○生活支援コーディネーター（地域支えあい推進員） 

高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活

支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者のこと 

○精神障害者保健福祉手帳 

精神保健福祉法に基づき一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することで、交付を

受けた者に対して各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰と自立、社

会参加の促進を図ることを目的とする手帳のこと 

○成年後見制度 

認知症高齢者や知的障害者など、判断能力が十分でない人を保護する制度であり、成年後見人

による生活、身上監護や財産の管理など、その諸権利を守り、社会的に支援する制度のこと 
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た 

 

○地域活動支援センター 

障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進の便宜を供与

する障害者自立支援法上の施設のこと 

○地域子育て支援センター 

地域全体で子育てを支援する基盤づくりを目的に、育児不安についての指導や子育てサークル

等への支援などを通して、子育て家庭への支援を行う機関のこと 

○地域コミュニティ 

地域住民が生活している場所、様々に関わりあいながら、住民相互の交流が行われている地域

社会又はそのような住民の集団のこと 

○地域包括ケアシステム 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まい・医療・介護・

予防・生活支援が一体的に提供されるようにするしくみのこと 

○地域福祉活動計画 

地域福祉の推進を目的として、市町村社会福祉協議会など地域の民間団体が作成する計画で、

行政が作成する地域福祉計画とは、連携・補完の関係にある 

○地域包括支援センター 

高齢者への総合的な相談の窓口として、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置し、

必要な介護サービスや保健福祉サービス、日常生活支援などの業務を行う機関のこと 

○特別児童扶養手当 

20歳未満の障害児（支給対象障害児）の父若しくは母又は養育者（受給者）を対象として支給

される手当のこと 

○特別障害者手当 

20歳以上の重度障害者を対象として支給される手当のこと 

 

な 

 

○難病患者福祉手当 

一般特定疾患医療受給者証、特定疾患登録者証、小児慢性疾患医療券をお持ちの難病患者方な

どを対象として支給される手当のこと 

○認知症 

物事を記憶する、考える、判断するなど、認知機能が低下する病気で、日常生活を営むことが

困難になること 
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○認知症ケアパス 

認知症の進行状況に応じて、どのようなサービスや支援を利用できるのかをとりまとめたもの

のこと 

○認知症サポーター 

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で

手助けするサポーターのこと 

 

は 

 

○放課後児童クラブ 

両親が勤めに出ている学童を、放課後、保護者に代わって保育すること（学童保育・児童クラ

ブ） 

○引きこもり 

長期間にわたって家庭内に引きこもり、社会的な活動に参加できない状態のこと 

○鉾田市地域職業相談室 

求職者に対する職業相談、求職受理及び職業紹介等について地域職業相談員が相談に応じる機

関のこと 

○ボランティア 

自発的、主体的に社会貢献活動を行う個人のこと 

○ボランティアセンター 

ボランティア活動者等の育成・援助、また、需給・連絡調整を行うことで、地域住民等のボラ

ンティア活動に関する理解と関心を深めることを目的とした機関のこと 

 

ま 

 

○民生委員・児童委員 

厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、

必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める人々のこと 

 

よ 

 

○要配慮者 

高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する人のこと 
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ら 

 

○療育手帳 

知的障害児（者）に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやす

くすることを目的として交付する手帳のこと 

○鹿行地区就職支援センター（ジョブカフェろっこう） 

就職相談、職業紹介、適性診断、キャリアカウンセリング、セミナー等の就職支援サービスを

ワンストップで提供する機関のこと 
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